
 

 

 

応 募 要 領 

 

                    

１ 総則 

  令和 8 年度関東森林管理局ボランティア活動保険に係る応募の実施について

は、この要領に定める。 

 

２ 保険内容 

  関東森林管理局ボランティア活動保険（令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31

日）は、国有林野保護監視員及びフォレストサポートスタッフのボランティア

活動中の傷害等を補償するもので、内容については別紙のとおりとする。 

  

３ 参加資格 

  本契約に応募できる者は、次のすべてに該当する者とする。 

(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当しない

者であること。なお､被保佐人又は被補助人であって､契約締結のために必要

な同意を得ている者は、同条の特別な理由のある場合に該当する。 

(2)  予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

(3)  群馬県内に本店又は支店を有する保険会社であること。 

(4) 経営の状況又は信用度が良好と認められる者であり、保険内容の適正な履

行が確保される者であること。 

(5)  保険業法第 2 条第 4 項の「損害保険会社」であること。（保険会社のうち

第 3 条第 5 項の損害保険業免許を受けた者であること。） 

  

４ 提出書類 

(1)  見積書（任意様式） 

   補償内容及び保険料（1 名当たり）を記載した見積書 

(2)  損害保険業免許の写し 

 

５ 見積書等の提出期限 

(1) 提出期限：令和 8 年 3 月 23 日 月曜日 17 時まで 

(2) 見積書の提出先及び問い合わせ先 

      〒371-8508  群馬県前橋市岩神町 4-16-25 

      関東森林管理局保全課（4 階） 

      電 話：027-210-1178 

      担当者：企画係 

(3) 書類の提出部数 

① 見積書（任意様式） 1 部 

② 損害保険業免許の写し 1 部 



 

 

(4) 提出にあたっての留意事項 

① 持参により提出する場合の受付時間は、行政機関の休日を除く 9 時から

17 時（12 時から 13 時を除く）までとする。 

② 郵送等による提出は認めるが、提出期限までに関東森林管理局保全課に

到着しなかった場合は無効とする。 

③ 提出された書類に不備があった場合には、無効とする。 

④ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消を行う

ことはできないこととし、返還も行わないこととする。 

⑤ 提出された見積書は、非公開とする。 

⑥ 1 者あたり 1 件の応募を限度とし、1 件を超えて申込みを行った場合は、

すべてを無効とする。 

⑦ 虚偽の記載をした書類は、無効とする。 

⑧ 関東森林管理局において、公募の資格を有しないと判断された者が提出

した書類は、無効とする。 

 

６ 契約について 

    支出負担行為担当官関東森林管理局長は、5(3) で提出された契約候補者の見

積書が、予定価格の制限の範囲内であることを確認し、公募に示した新年度予

算条件成立後、契約を締結する。 

 

７ その他 

(1) 見積書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

(2) 見積書等は、提出者に無断で使用しない。 



 

別紙 

 

保険内容 

保 険 種 類 ボランティア活動保険 

保 険 期 間 １年間 

契 約 者 関東森林管理局長 

被 保 険 者 国有林野保護監視員及びフォレストサポートスタッフ委嘱者 

被保険者名簿 記名式（所属・氏名） 

年間活動日数(１人当たり) 制限なし 

補 償 範 囲 委嘱業務従事中 

補 償 内 容 

死  亡             ２００万円 

後遺障害         最 高 ２００万円 

入院日額             ２０００円 

手術給付         最 高   ８万円 

天災危険（地震・噴火・津波によるケガ）担 保 

賠償責任          ５０００万円限度 

年 間 保 険 料 年 払 

期中人数管理 名簿の増員のみ追徴、減員は返戻なし 

主な免責事由 

（傷 害） 

被保険者の故意・自殺・犯罪行為によるケガ 

無資格運転・酒酔い運転によるケガ 

脳疾患、疾病、心身喪失 

野焼き、山焼き、チェンソーを使用する活動中のケガ 

主な免責事由 

（賠償責任） 

以下の事由に起因する損害 

被保険者職業上の職務 

航空機・自動車・銃器の所有、使用、管理 

地震、噴火、津波、戦争、暴動、革命 

保 険 金 請 求 
保険金支払い先＝被保険者本人または遺族 

委嘱業務従事中であったことの証明＝署長等（責任者）の証明 

加 入 者 人 数 
国有林野保護監視員  ２３９名、 

フォレストサポートスタッフ  ２９名   合計２６８名 


